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■この請求書は、「出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度」（以下「直接支払制度」という。）を希望し

　ない方や海外で出産された方用の請求用紙です。

　なお、「直接支払制度」を希望した方が出産育児一時金差額分・出産育児一時金付加金を請求されるときは、原

　則として、別途「出産育児一時金差額分・出産育児一時金付加金請求書(直接支払制度内払金用)」の請求用紙を

　ご使用ください。

【添付書類】　※必ず添付してください。

（１）医療機関から交付される「直接支払制度」を利用しない旨等の記載された合意文書（写）

（２）出産（分娩）費用の領収・明細書（写）

（産科医療補償制度対象分娩については、産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの）

　※海外で出産したときは、現地で交付された出産（出生）証明書（写）を添付してください。

出産の事実を証明するものが外国語で記載されている場合は翻訳者の住所、氏名を記した日本語の翻訳文

の添付が必要になります。

【出産育児一時金の支給額について】

「産科医療補償制度」加入の医療機関で出産したとき

※死産を含み、在胎週数第22週以降の出産が対象となります。

３万円(注1)

１.５万円

「産科医療補償制度」未加入の医療機関で出産したとき

３９万円 ４０.４万円 ３万円(注1)

３９万円 ４０.４万円 １.５万円

(注1）被保険者資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合も出産育児一時金は支給されますが、付加金は支給されません。

【その他の注意事項】

直接支払制度を利用された方がやむを得ずこの請求書を使用するときは、「⑪欄の医師・助産師又は市区町村長が

証明するところ」の証明は必要ありません。

《必要書類》

（１）医療機関から交付される「直接支払制度」を利用する旨等の記載された合意文書（写）

（２）出産費用の領収・明細書（写）

　※出産費用の差額分および付加金の請求書（直接支払内払金用）として使用するときは、必ず添付してください。

出産育児一時金（被保険者）

家族出産育児一時金

給　付　種　別
法定給付 法定給付

付加金 
（平成26年12月以前の出産） （平成27年1月以降の出産）

出産育児一時金（被保険者） ３９万円＋３万円 ４０.４万円＋１.６万円

家族出産育児一時金 ３９万円＋３万円 ４０.４万円＋１.６万円

給　付　種　別
法定給付＋産科医療補償制度加算 法定給付＋産科医療補償制度加算

付加金 
（平成26年12月以前の出産） （平成27年1月以降の出産）




